
 

 

 

 

 

 

野々市市中南部地区 地区計画 

 
 

名  称 野々市市中南部地区 地区計画 

位  置 
野々市市粟田五丁目、粟田六丁目、新庄六丁目及び下林一丁目の一部並びに三

納一丁目、藤平田一丁目 

面  積 約 ４３.３ ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標 

本地区は野々市市の南部に位置し、市の骨格軸である(都)本町新庄線の

整備と新庁舎移転に伴い、交流拠点としての機能が求められる地区である

ことから、庁舎周辺や幹線道路沿道にふさわしい風格ある景観の形成とオ

フィスや商業、住居が調和した、「職」「住」「遊」近接型の健全な都市

機能の発揮を促す市街地形成の基本を定め、計画的かつ魅力的な市街地の

形成を図ることを目標とする。 

土地利用の方針 

５地区に区分し、それぞれの方針を次のとおり定める。 

 

一般住宅地区 

 

 

戸建て住宅

や集合住宅

による良好

な住宅地区

とする。 

 

生活利便地区 

 

 

戸建て住宅

や集合住宅

と調和した

日常生活に

必要な利便

施設も立地

する地区と

する。 

 

業務･ｻｰﾋﾞｽ 

地区 

 

庁舎周辺と

して店舗や

事務所と住

宅が近接し

た地区とす

る。 

 

センター地区 

 

 

街の顔とな

る新庁舎や

幹線道路の

沿道商業・サ

ービス機能

が充実した、

個性あふれ

る地区とす

る。 

 

 

沿道業務地区 

 

 

既設工場に

類した建築

物の立地を

許容する地

区とする。 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

 

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、景観的な配慮を行い、か

つ、周辺環境との調和を保ちながら、それぞれの土地利用にふさわしい地

区の形成が図られるよう、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最

低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、形態又は意匠の

制限、かき又はさくの構造の制限を行い、緑豊かで魅力的な街並みが形成

されるよう誘導する。 
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建築物等の用途の

制限 

３．建築基準法

別表二(は)項

第五号に規定

する店舗・飲

食店のうち専

用のもの 

４．建築基準法

施行令第１３

０条の３第五

項に規定する

食品製造業 

５．ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟ、

ﾍﾟｯﾄﾎﾃﾙその

他これらに類

するもの 

６．屋外自動車

販売業の用に

供するもの 

７．建設業や工

場等の資材置

き場の用に供

するもの 

 

 ３．危険物の貯

蔵又は処理

に供するも

の 

４．ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝ

ﾀｰ、屋外ゴル

フ 練 習 場等

の 屋 外 運動

施設 

５．カラオケボ

ックス（コン

テナ形式）そ

の 他 こ れら

に 類 す るも

の 

６．風俗営業等

の 規 則 及び

業 務 の 適正

化 等 に 関す

る 法 律 第２

条 第 １ 項第

７号（まあじ

やん屋、ぱち

んこ屋等）第

８号（スロッ

トマシン、テ

レ ビ ゲ ーム

店等）に該当

す る 営 業の

用 に 供 する

もの 

７．勝馬投票券

発売所、場外

車 券 売 場そ

の 他 こ れら

に 類 す るも

の 

８．自動車教習

所 

９．ホテル又は

旅館 

10.自動車修理

工場 

11.作業場が 50 

㎡以下の工

場（自家販売

は除く） 

 

３．戸建て住宅

（都市計画

道路本町新

庄線、額谷松

任線に面す

る敷地のみ） 

４．ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝ

ﾀｰ、屋外ゴル

フ練習場等

の屋外運動

施設 

５．カラオケボ

ックス（コン

テナ形式）そ

の他これら

に類するも

の 

６．風俗営業等

の規則及び

業務の適正

化等に関す

る法律第２

条第１項第

７号（まあじ

やん屋、ぱち

んこ屋等）第

８号（スロッ

トマシン、テ

レビゲーム

店等）に該当

する営業の

用に供する

もの 

７．勝馬投票券

発売所、場外

車券売場そ

の他これら

に類するも

の 

８．自動車教習

所 

９．危険物の貯

蔵又は処理

に供するも

の（都市計画

道路額谷松

任線に面す

る敷地は除

く） 

 

３．戸建て住宅 

４．ﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝ

ﾀｰ、屋外ゴル

フ練習場等

の屋外運動

施設 

５．カラオケボ

ックス（コン

テナ形式）そ

の他これら

に類するも

の 

６．風俗営業等

の規則及び

業務の適正

化等に関す

る法律第２

条第１項の

「風俗営業」

及び第 6項の

「店舗型性

風俗特殊営

業」に該当す

る営業の用

に供する建

築物 

７．勝馬投票券

発売所、場外

車券売場そ

の他これら

に類するも

の 

８．劇場、映画

館、演芸場又

は観覧場 

９．自動車教習

所 

10．倉庫業を営

む倉庫 

 

 

 

  

地区の 

区 分 

地区の名称 一般住宅地区 生活利便地区 

 

業務・ｻｰﾋﾞｽ

地区 

センター地区 沿道業務地区 

地区の面積 約１５.２ha 約７.５ha 約４.７ha 約１５.５ha 約０.４ha 

 地区の区分に応じ、次に掲げる建築物等は、建築してはならない。 

ただし、地区計画の都市計画決定時に現存する建築物の敷地におい

て、従前と同様の用途の建築物を建築する場合は、この限りではない。 

１．畜舎 

２．単独車庫（付属車庫を除く） 
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地区の 
区 分 

地区の名称 一般住宅地区 生活利便地区 
業務・ｻｰﾋﾞｽ

地区 
センター地区 沿道業務地区 

建築物の敷地面積の

最低限度 

１７０㎡ ２００㎡ ２５０㎡ 

ただし、仮換地の指定時に、既に上記面積未満の敷地となっている場

合は、その敷地を分割しない限り建築物等を建築することができる。 

壁面の位置の制限 

道路境界線及び隣地境界線から建築物等の壁面又はこれに代わる柱等

（以下「壁面等」という。）の面までの距離の最低限度は、次に掲げる

数値とする。  

（１）道路境界線からの距離は１.５ｍとする。 

（２）その他公共用地、道路隅切線、隣地境界線からの距離は１.０ｍ      

  とする。 

（３）２以上の道路に接する敷地において、街区の短辺側の道路境界線

からの距離は１.０ｍとすることができる。ただし、都市計画道路

本町新庄線と額谷松任線により生ずる角地については、この限りで

はない。 

建築物等の高さの

最高限度 
１２ｍ 

１５ｍ 

ただし、敷地面積が１,０００㎡以上あ

り、かつ、周辺の環境と調和した公共施設

は上記の規定を除外することができる。 

 

 

 

 

建築物等の形態又は 

意匠の制限 

１．建築物等の形態及び意匠は、周辺の景観及び環境と調和したものと

する。 

２．建築物等の外壁の色は原色を避け、低彩度の色を基調とし、周辺の 

建築物と彩度をそろえるなど景観の調和に配慮する。屋根の色は落ち 

着いた色調とする。 

３．広告物は、次の各号に該当しなければならない。 

（広告物の用語の意義はいしかわ景観総合条例の例による。） 

（１）自己の用に供するもので、かつ、色彩、装飾、大きさ等により美

観風致を損なわず、都市景観形成上支障のないものとする。 

 

（２）壁面利用広告物は、

軒高以下の壁面に設置

する。 

 

（２）壁面利用広告物は、軒高以下の壁面

に設置する。 

（３）自立広告物は、表示面を含め、壁面

後退制限内に設置しないものとし、か

つ、その高さは、軒高以下とする。 

かき又はさくの構造 

の制限 

道路に面する敷地にかき又はさくを設ける場合は、次に掲げるものと

し、塀等は設置してはならない。 

１． 道路境界線から０.６ｍ以上後退し、かつ、その間を植栽したもの。 

２． 生垣を基本として緑化を行うもので高さが１.５ｍ以下のもの、ま 

た高さが０.６ｍ以下の石、れんがその他これらに類するものと透視

可能なフェンスもしくは植樹を組み合わせるもので高さが１.５ｍ以

下のもの。 

土地利用に関する事項 
敷地内に中木、高木等の植栽を施し、周辺と調和するよう緑化の推進を

図る。 

 


